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藤原道長の別業経営と宇治別業・桂別業の歴史的位置づけ

稗　田　尚　人

はじめに

古代日本の貴族は、京内の邸宅の他に、京の外に「別業」と呼ばれる別荘を営んでいた。平安

京周辺にも、貴族の別業が多く営まれ、主に文学の方面で良く知られている。しかしながら、歴

史学・政治史的な別業の意味については、多くが説明されているわけではない。

藤本孝一氏は平安貴族の別業について「所領地の別荘、山荘を指しており、避暑・隠棲として

機能し、領地を直接的に支配するものではない」とし、その造営状況を次のように分析する。

イ、遊猟における休息所的な施設から転用された。

ロ、距離的にそれほど遠くないところにある。

ハ、主要幹線に沿ったところに造営された。

ニ、避暑地の別荘として造られた。

ホ、隠居的な性格を持つ。

ヘ、領地の中に造られた。

「平安時代の別業は、政界から逃避した隠居的な性格であるが、そこには隠者の時間的な余裕

もあり、尚歯会を始めとする文芸活動が行われた。」と藤本氏は説明する（１）。

隠 的な性格を顕著に示す別業として、藤原関雄の東山山荘が挙げられる。彼は平安時代初期

の貴族だが、21 歳で文章生となり、政治よりも学芸方面へと活動を傾倒させた。彼は「東山進士」

と呼ばれるが、この呼称は、彼が文章生のままであったこと、そして東山の旧居に閑居してその

活動を行ったことを反映している（２）。まさしく、藤本氏の指摘する別業の特徴の〈ホ、隠居的

な性格を持つ〉に合致する。

一方、そのような隠 的な性格とは対照的な、政治に深く関与する、または政治的目的をもっ

て営まれた別業の在り方も、先行研究において指摘されている。山本幸男氏は、奈良時代の貴族・

藤原豊成の別業について分析し、その難波別業が天皇の行幸を迎え、天皇に政治的な欲求を伝え

る目的で営まれた施設であると結論づけている（３）。

平安時代にも、天皇の行幸を迎えて政治的な役割を果たすことを目的として営まれる別業が存
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在した。一例として、瀧川政次郎が研究で取り上げた、清原夏野の雙ヶ岡別業がある（４）。瀧川は、

清原夏野が子女を天皇家に嫁がせた時期と、夏野が雙ヶ岡別業に天皇・上皇を迎えた時期とを分

析し、夏野の別業経営の目的が、天皇との姻戚関係構築にあると結論づけた。また、その論の中

で、藤原継繩の交野の別業など、同様に天皇を迎えることによって意義を持った別業の例を多数

挙げている（５）。

摂関政治時代の別業としては、源氏物語の舞台ともなった宇治に存した、藤原道長の別業が著

名である。道長の別業について藤本氏は、「別業が後世まで残るのは、造営者の菩提を弔うために、

別業を寄進して寺院とする場合である。現在残っているのは、藤原道長・頼通の別業であった宇

治の平等院が有名である。」と記す（６）。また倉本一宏氏は、道長の宇治遊覧と、大井・桂遊覧の

事例を紹介している。中宮定子の出御への妨害としての意味を持った長保元（999）年 8月 9 日

の宇治遊覧、道長が桂の別業の造営を指示する長和 2（1013）年 10 月 13 日、藤原実資が道長の

誘いに応じて遊覧に参加する寛仁元（1017）年 10 月 12 日の桂遊覧、寛仁 2年 9 月 16 日の小一

条院の遊覧・行幸の準備としての同年同月 2日の桂別業来訪などの例が、倉本氏により説明され

た（７）。

道長に次ぐ時代の宇治について、杉本宏氏がまとめている。道長の宇治別業は、永承 7（1052）

年に平等院となった。その後 11 世紀後半から 12 世紀前葉にかけて、貴族の別業が宇治に散在す

るようになり、次いで 12 世紀前葉から中葉には、貴族の別業は平等院の西側に近接して建てら

れるようになっている。12 世紀から 13 世紀前半のものと推定される町屋の遺構も発掘されてお

り、平安時代後期にはすでに、宇治橋両岸の地域（中宇治）には都市的景観が形成されていたと

考えられる（８）。

さらに後の時代、道長の別業と似た性格を疑われるものとして、院政期の鳥羽殿に関する研究

が展開されている。「権門都市」として成立し、院政の後退とともにその性格を喪失すると鳥羽

殿を捉える美川圭氏（９）に対して、大村拓生氏は、交通体系上の鳥羽殿の重要性を強調し、院政

の後退を経てもなお鳥羽殿がその流通拠点都市としての機能を維持していたことに注目する（10）。

美川氏はまた、鳥羽殿造営の前提として、摂関家が成立させた「権門都市」である宇治を位置づ

けている（11）。

本稿では、これらの貴族の別業やその地域に関する研究の中に、藤原道長の別業を位置づける。

天皇の親政に依拠して政治的意味を持った奈良時代および平安時代前期の貴族の別業、摂関政治

の後退期と重なる平安時代後期に都市的景観を帯びていく宇治、そして中世という時代に入りつ

つある院政期において造営された鳥羽殿と比較し、摂関政治の中核的人物である道長の営んだ別

業がどのような特徴を持っているのかを考える。

本稿で扱う道長の別業は、宇治と桂に存在していた。宇治別業は後の平等院に繋がっている。

その位置は、だから平等院と一致する。桂別業は、現在の桂離宮がその後継に当たるという説が

存在するが、確定はしていない（12）。桂川が東から南に向きを変える右岸平地一帯を桂と呼び（13）、

桂離宮と道長の桂別業の位置が一致するとしても、桂別業は桂と呼ばれる地域の中に含まれてい
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る。以上の認識を前提に、道長の別業に関する考察を進める。

藤原道長の別業について、古記録の中では、「宇治家」「宇治殿」または「桂山荘」など、いく

つかの表記が存在する。本稿では、史料の引用においては史料中の記述をそのまま用い、地の文

では、「宇治別業」「桂別業」の表記で統一することとする。

第 1章　別業経営の内容と分析

1　道長の生涯と別業遊覧の時期

藤原道長の別業について、まずは道長の生涯の中に、別業経営を位置づけていく。

宇治別業の古記録における初見は『権記』の長徳 4（998）年 10 月 2 日である。宇治別業の由

来について、『小右記』が長保元年 8月 9 日条で、道長が六条左府源重信の未亡人から買い取っ

たものと記す。「醍醐雑抄」は室町時代に醍醐寺報恩院で作られた文献であるが、買領の時期を

宇治別業の初見と重なる長徳 4年と断定している（14）。道長は、藤原伊周が左遷された長徳 2年

に左大臣正二位となったが、長徳 3年・4年には健康不良のために出家を希望した。彰子入内は

長保元年 11 月である。宇治遊覧が最後に見られるのは、寛仁 2年 9 月 26 日の『御堂関白記』、

その後しばらく別業に関連する史料が見られず、治安 3（1023）年 8 月 11 日に宇治別業での法

華八講が行われ（『小右記』同日条、『栄花物語』巻第十九「御裳ぎ」）、治安 3年 10 月 17 日には

高野山参詣に際する中継で宇治別業を利用している（『扶桑略記』）。

桂別業について、その創建が古記録から確認できる。寛弘 7（1010）年 6月 3日の桂遊覧（『御

堂関白記』）では、道長は未だ自身の別業を持たない。『御堂関白記』の長和 2年 10 月 13 日条に、

「行レ桂、可レ作有様示二雅通朝臣一」とあり、これが桂別業造営のことであろう。『小右記』の長

和 3年 5 月 29 日が、桂別業の初見である。道長は、寛弘 8年に即位した三条天皇としばしば対

立した。長和元年には、三条天皇が女御 子の立后の儀を行おうとした日、道長は娘妍子の入内

を重ねて妨害を工作しており、この時道長と三条天皇をめぐる貴族たちの対立関係が顕在化して

いる（15）。一方、長和 2年に頼通が権大納言になるなど、道長子息の出世は目覚ましい。道長が

摂政に准じて除目・官奏を行ったのが、長和 4年 10 月末である。史料における桂遊覧の最後は、

寛仁 2年 9月 16 日、小一条院の行幸を仰いだ遊覧が『御堂関白記』に記述されている。その後、

『小右記』が万寿元（1024）年 10 月 25 日に、道長が有馬の温泉に行く時、「或云、今夜被レ宿レ

桂云〻、〈又云西淀、〉」と記す。

宇治別業と桂別業の初見または創建時期については、10 年以上の開きがある。また、藤原伊

周との政争が決着した後、道長の体調の問題が浮上する時期にはじめて登場する宇治別業と、三

条天皇との関係など、政治的緊張の最中に創建された桂別業とは対照的である。

一方、両別業の遊覧の最後は、ともに寛仁 2年の内である。道長が太政大臣を辞したのは寛仁

2年の 2月なので、宇治遊覧・桂遊覧はほとんどが道長の現職期と重なっており、最後も太政大

臣を辞して間もなくのことである。つまり、道長の別業における活動とくに遊覧には、藤本氏が



32 稗　田　尚　人

指摘する〈ホ、隠居的な性格を持つ〉という側面は、ほぼ見られない。一方同時に、寛仁 2年の

小一条院遊覧に際する桂別業の利用と、同年の宇治遊覧は、道長が太政大臣を辞した後の例であ

り、別業の利用が官職に属する行事ではないとも言える。

また、宇治別業の遊覧と関わり得ることとして、木幡寺への来訪にも触れておく。『御堂関白記』

などによれば、木幡寺三昧堂供養は寛弘 2年 10 月 19 日で、道長は寛弘元年 3月から、木幡寺造

営の状況確認のために、度々木幡を来訪している。三昧堂供養の後は、塔の建設を経て、寛弘 4

年 12 月 2 日に塔の供養が確認されてから、寛仁元年 2月 27 日の参詣まで、木幡の来訪は見られ

ない。つまり、道長が木幡寺に深く関わっていた時期は、主に寛弘年間前半までであり、特に桂

遊覧については、それと全く重ならない。宇治遊覧についても、寛弘 4年の塔の供養以前の遊覧

は、長徳 4年 10 月 2 日、寛弘元年閏 9月 21 日・22 日の二例のみであり、多くはやはり木幡寺

に深く関わっていた時期と重ならない。

以上を整理すると、道長の宇治・桂別業遊覧は、道長現職期の前半（一条天皇の在位期）の木

幡寺建立と交代して顕著になり、道長現職期の後半（三条天皇および後一条天皇の在位期）にお

いて中心的に行われ、現職を退いたのちまもなく見られなくなる。ここから、道長の政治の実質

的側面に関わるものとしての別業の性格が予測できる。その具体的内容は、道長が遊覧に多くの

貴族・公卿を引き連れているという事実から考えることができる。

2　道長の別業遊覧と「近習卿相」

道長の別業遊覧に多数の貴族たちが参加していることの意味を踏まえ、別業遊覧の目的を考え

るに当たって、まず、『御堂関白記』に別業遊覧への参加が明記された貴族・公卿などを整理する。

○宇治遊覧

長徳 4年 10 月 2 日－明記なし（『御堂関白記』には記事なし）

寛弘元年閏 9月 21 日・22 日－藤原齊信、藤原有国、藤原行成

寛弘 7年 6月 16 日－明記なし

長和 2年 10 月 6 日－  藤原齊信、藤原公任、源俊賢、藤原行成、藤原教通、

源経房、藤原兼隆、藤原頼宗、源道方、藤原頼通、

そのほか「殿上人十餘人」

長和 4年 8月 6日－明記なし

長和 4年 10 月 12 日－「上達部八九人許」

寛仁元年 10 月 25 日－  藤原齊信

倫子

寛仁 2年 9月 26 日－明記なし

○桂遊覧

寛弘 7年 6月 3日－明記なし

長和 3年 5月 29 日－明記なし（『御堂関白記』には記事なし）
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長和 4年 8月 28 日－  藤原道綱、藤原公任、藤原頼通、源俊賢、藤原教通、

藤原頼宗、源経房、藤原兼隆、源道方、藤原能信、

藤原公信、藤原朝経、そのほか「殿上人十餘人」

倫子

長和 5年 12 月 8 日－明記なし

寛仁元年 10 月 12 日－  藤原頼通、藤原道綱、藤原実資、藤原齊信、源俊賢、

藤原教通、藤原頼宗、源経房、藤原能信、藤原兼隆、

藤原公信

寛仁 2年 9月 16 日－  藤原頼通、藤原道綱、藤原齊信、藤原公任、藤原教通、

藤原頼宗、源経房、藤原実成、藤原兼隆、源道方、

藤原通任、藤原朝経、藤原資平

小一条院

他の古記録によれば、長保元年 8月 9日、中宮定子出御に重ねて宇治遊覧を行った時、藤原道

綱・藤原齊信が道長に同行した（『権記』）。また長和 4年 10 月 12 日の宇治遊覧では、藤原齊信・

藤原頼通・藤原公任・源俊賢・藤原行成・藤原教通・藤原公信らが追従した（『小右記』長和 4

年 10 月 13 日条）。

鷲見等曜氏は、藤原実資の遊興を分析した上で、全体として三・四親等内の父系氏族が目立ち、

特に長和元年以降は養子ばかりと行動を共にしているとした（16）。至極親しい人間、特に親族と

だけ遊興を共にするのが実資の行動様式である。一方道長の場合、先に挙げたとおり、別業遊覧

には近親者に限らない多くの貴族・公卿が参加している。それを分析するにあたって、『小右記』

中の「近習卿相」という言葉に注目する。

長和 4年 10 月 5 日、道長からの宇治遊覧の誘いを断った実資が、桂程度の場所であれば参加

するという意思を、「近習卿相」に話すことで道長に伝えようとしたと、『小右記』は記す。この

「近習卿相」とは、〝時の氏長者などの近くに仕え従い、その指示を受けて政治に協力する者〟を

意味すると考えられる。同様の意味で使われている「近習」という文言は、『小右記』に度々登

場する。永祚元（989）年 2月 5 日条の「近習臣」とは、兼家に従い、道隆を支持する者である

と読める。寛仁 3年 9月 8日条の「近習人達」は、頼通に従う者であり、頼通の兄弟とともに庚

申待に参会した。道長についても、同様の「近習」の存在が確認できる。以下に、道長の「近習

卿相」の役割を『小右記』より抽出していく。

長保 6年 7 月 1 日、帥・平惟仲の謀略に関連して、弟の平生昌が鎮西に向かうことになった。

生昌の鎮西行きについて『小右記』は、道長の命令だが、「近習納言〈源〉」がこれに合力したと

記している。道長の政略への協力が、「近習納言」の役割の一つである。

長和 4年 4 月 7 日、禎子内親王 3歳の御著袴に際し、実資は、「近習卿相」に儀の開始時刻を

尋ねた。長和 4年 12 月 28 日では、春宮の御仏名について「近習卿相」が御在所の事を定めると

する。「近習卿相」は儀礼において、特別な立ち位置に登場し、進行や運営を担う。公卿の一員
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である実資が、自身を含めないうえで、その仕事に当たる集団として「近習」の者を意識し記述

している点から、特徴的な役割だと言える。

寛弘 8年 7 月 15 日、実資は一条院へ参上できなかったが、その欠席の旨を「近習公卿」に伝

えている。寛仁 2年 4月 6日には、興福寺別当林懐から承った件を、実資は、道長・頼通に遭う

機会は無いが、もし「近習人」に遭った時は伝えようと述べる。政治の中枢や道長・摂関自身へ

の連絡の仲介として、「近習」の人が機能していると、実資が認識していたことが分かる。

寛仁元年 8月 28 日、藤原頼通が摂政となり、道長不在で除目の儀が行われようとしていた。

その次第についての議論では、「御傍親卿相及近習人」が道長の言として意見を述べている。「御

傍親卿相」は頼通の兄弟・道長の子息であろうが、ここでは道長子息とともに、「近習人」が道

長の意思を代弁している。

以上、道長の政略への協力、儀礼・儀式の運営・実行、政治中枢や道長との連絡の仲介、道長

不在時の代弁などが、「近習卿相」の役割である。道長の政治における実務を担っている、とも

言える。そしてそれらの役割は、道長との親密な人間関係を土台として実行されていたと考えら

れる。寛仁 2年閏 4月 17 日には、道長発病に際する法性寺での修法に、道長の子息とともに「近

習公卿」が伺候した。

では、道長に「近習」していた公卿とは具体的に誰か。以下に、『小右記』から、「近習卿相」

の内容が明確になっている記事を抽出する。寛弘元年 7月 3日、平生昌の鎮西行きの件で合力し

た「近習納言〈源〉」とは、源俊賢のことである。寛弘 8年 7月 15 日に、実資の一条院不参の由

を承ったのは藤原齊信である。長和 3年 2 月 13 日では、藤原道綱・源道方・藤原公信が直衣を

着て伺候するのは、彼らが「近習人」だからだと記される。長和 4年 10 月 5 日、宇治別業遊覧

に実資を勧誘しに来た「近習卿相」は、藤原公任と源経房である。

しかし、『小右記』では具体的な名を挙げず、ただ「近習」の人・公卿とのみ記す例が多い。

そこで、道長の「近習」を推定するには、本稿で扱っている別業の事例が有効ではないだろうか。

道長の別業遊覧に参加している者と、道長の「近習卿相」が、概ね一致すると考えられるのであ

る。

長和 4年 10 月 5 日の例でも、実資が道長の別業遊覧に関して話す相手として、「近習卿相」と

いう枠組みを意識している。また、『左経記』が、寛仁元年 10 月 12 日の道長らの桂遊覧について、

参加者は「大殿、 攝政殿、可レ然上達部、殿上人」であると記す。〝道長の傍に常日頃から従

う貴族たち〟という枠組みを、実資だけでなく源経頼も意識していて、彼らを道長の別業遊覧に

参加して「しかるべき」者である、と記しているのである。道長の政治におけるその貴族たちの

立ち位置、道長とその貴族たちとの人間関係、そして道長の別業遊覧へのその貴族たちの参加は、

一貫する妥当性を持った事象として同時代の貴族に受け止められていた。

そして道長の別業経営を見ると、道長自身にそのような「近習卿相」という集団を拡大しよう

とする意志が確認できる。長和 4年の例では、道長の側から実資を別業遊覧に誘った。また、後

一条天皇が即位した長和 5年より後の桂遊覧では、実資の他、小一条院と藤原通任、藤原実成な
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ど、それまで見られない名前が参加者として挙がっている。

そもそも、記述の簡略な御堂関白記の中で、別業遊覧に参加する公卿の名前を逐一列挙した記

事が多いこと自体に、道長の強い意志を読み取れる。大津透氏は貴族の日記について、「九条殿

遺誡」（17）を引用し、「昨日の公事、若しくは私の止むを得ざる事等は、忽忘に備へんがために、

また聊か件の暦に注し付すべし。但しその中、要枢の公事、および君父所在の事等は、別にもて

記し、後鑑に備ふべし。」と示す（18）。道長の『御堂関白記』でも、その内容が公的必要性を帯び

たものとして道長に認識されていると想定し、積極的な意味づけを読み取ることができる。別業

遊覧の参加者を日記に記入するということは、別業遊覧に誰が参加したのかという情報が、政務

にも関係する重要な内容であることを示す。

道長は、自らの政治の実質的な担い手となる「近習卿相」を努めて形成しており、実際に道長

の権力の伸長に伴ってその集団は拡大した。道長の別業経営には、この「近習」する貴族集団が

関係している。道長の別業遊覧への参会は、道長の政治の協力者としての表現である。そして、

道長は別業遊覧をもって、参加する貴族との間に、「近習卿相」たる密接な人間関係を構築しよ

うとしたのである。

第 2章　宇治別業と桂別業

1　宇治別業の性質―相伝された宇治別業

次に、宇治別業と桂別業について、比較検討を交えながら、より詳細に考察していく。宇治別

業の分析に当たり、まずは木幡浄妙寺について解説する。平安京・平城京をつなぐ陸路は、宇治

では宇治橋から北上し六地蔵に至る（19）。六地蔵は、浄妙寺と近接する位置にある。すなわち浄

妙寺と宇治別業は、距離も近く、相当に整備された一本の主要道で結ばれていただろう。一見す

ると、密接な関係性を疑いたくなる。例えば西山恵子氏は、道長が木幡と出会い、木幡浄妙寺建

設に至る契機として、宇治別業の買領を位置づけている（20）。

木幡浄妙寺は、道長が藤原基経以来の諸霊を弔う目的を表明し造立した寺である。この浄妙寺

が指し示す「一門」の範囲とは、基経を祖とする子孫であると、服藤早苗氏は指摘する（21）。寛

弘 2年 10 月 19 日の浄妙寺供養の古記録を確認すると、藤原伊周・隆家や、藤原顕光の参列が見

られ、浄妙寺的な「一門」は、政治的対立を超えて浄妙寺に集まる。

では、その木幡浄妙寺と宇治別業との関係はどうか。ここで、別業遊覧では多く舟を用いて川

から移動していることに着目する（22）。目崎徳衛は道長の別業遊覧について、「宇治の山荘行きの

場合は、むしろ往復の舟中における管弦・作文・和歌が大きな目的だった」（23）とまで述べている。

京内または付近から舟に乗り、桂川（鴨川）から宇治川を下り、宇治津も存在し船着場が整備さ

れているであろう宇治橋付近まで至る。その水路は、しかし木幡浄妙寺を躱して宇治別業に至る。

浄妙寺のすぐ近くを通る陸路とは対照的である。実際、一度の宇治方面来訪で浄妙寺参詣と宇治

別業利用を兼ねる例は稀だ。『御堂関白記』寛弘元年 3月 2日条では「木幡堂所見、即到二宇治一、」
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とあるが、宇治別業の利用は明記さず、遊覧など別業利用の必然性がある活動も描かれない。寛

仁元年 8月末では、宇治別業を利用しつつも陸路を用いたことが『御堂関白記』からわかるが、

この別業来訪は摂政頼通の初の除目に対する道長の不干渉の表現であり（24）、前節から別業の主

要な機能として着目している公卿を引き連れての遊覧とは質を異にする。木幡参詣と宇治遊覧が、

年代としても重ならないことは、第一章で触れたとおりである。

以上のことから、木幡浄妙寺の活動と、宇治別業での活動・遊覧とは、全く分別されたもので

ある。木幡浄妙寺と宇治別業、墓地木幡と遊興地宇治とは、道長においては、明確に分離され、

それでこそそれぞれが役割を果たしていたのではないだろうか。浄妙寺が道長の両親からつなが

る関係性、忠平以来の祖先信仰に由来する人間関係をおさえていることに対し、宇治別業は源重

信の未亡人から購入、桂別業は源雅通（25）に指示して造営と、別業がともに道長正室倫子の縁者

が関わって営まれたものであるという差もある。

浄妙寺は浄妙寺で政治的な意義を持っていたが（26）、一方で宇治別業も政治的人間関係の形成

に役割を持つ。それでは、ともに政治に焦点を当てた両者の違いは何だろうか。一つには求心力

の違いがある。決定的な政治対立を経た伊周・隆家を参加せしめたのは浄妙寺の方で、決定的衝

突こそない実資にすら遊覧参加を断られ批判も受けた宇治別業（『小右記』長和 4年 10 月 5 日条・

同年同月 12 日条）とは対照的である。この浄妙寺の求心力は、祖先信仰を前提とした観念的な

側面が強い。そこで宇治別業が担う役割は、だから反対に、政治につながる現実的・実質的な人

間関係の形成だと指摘できる。別業遊覧で具体化する「近習卿相」は、実際の政治の執行に役割

を持つ。だからこそ、実務上の劣等が道長からも指摘された藤原顕光は、公卿の上位ながら別業

遊覧には登場しないのである。

しかし宇治別業は、道長の期待する貴族たちとの関係構築の場として、最大限に機能したわけ

ではない。結局実資は、宇治遊覧の誘いは断りきった。その時には遠いことを言い訳に挙げられ

たが、宇治別業はやはり求心力に劣る面がある。

その宇治別業の機能は、諸貴族を勧誘しての遊覧ばかりではない。中宮定子の出産のための出

御に重ねて妨害をはかった長和元年 8月 9 日の宇治別業遊覧（『権記』、『小右記』）、摂政頼通の

初の除目に際し、道長の不干渉を表現した寛仁元年 8月末の宇治別業来訪（『御堂関白記』、『小

右記』）では、いずれも、京内から遠い場所に行った、という印象により、政治的行動としての

意味を生んでいる。

そしてもう一つ、南都来訪への中継地という役割もまた、宇治別業が持つ重要な意味である。

長保元年 2月 27 日から 3月 2日、寛弘 4年 2月 28 日と、春日社参詣に際する宇治の利用が『御

堂関白記』から確認できる。「饗」が行われていることから、宇治別業の利用がうかがえる。さ

らに、引出物の贈与なども宇治別業で行われていることが、この史料からわかる。長和 4年 2月

27 日に「從二昨日一在二宇治家一、可レ有二春日行幸頓宮之仰一、仍定二其間雜事一」、次いで長和 4年

3月 16 日に「到二宇治一、定二行幸間道雜事一、」とあるのも、このような機能を前提としている（27）。

そして南都への中継地としての機能は、治安 3年 10 月 17 日の高野山参詣でも見られ（『扶桑略
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記』）、宇治別業の機能として息の長いものである。

宇治別業は、現実的な人間関係を貴族との間に作る役割を負いつつ、それについて万全の効果

を発揮できたわけではない。その一方で、それ一つに留まらない複合的な意味合いを持っていた。

そしてその宇治別業について、非常に興味深いのが、治安 3年 8 月 11 日の法華八講である。こ

の八講の目的は、『小右記』によれば「於二此處一年來漁獵、爲レ懺二其罪一」とされ、また『栄花

物語』（28）では、「そこを年ごろ逍遥所にせさせたまへりしかば、その懺悔と思しめして」となっ

ている。なおかつこの日の八講では、「只有二民部卿俊賢・権中納言長家一、他家子諸卿依レ命不レ

參、」と、貴族の参加を限定・禁止している。すなわち、道長はこの治安 3年に至って、自らが

宇治別業で行ってきた遊覧という活動を否定している。ここに、晩年の道長の転換をうかがうこ

とができる。

上島享氏は道長の晩年を〈道長の王権〉のⅣ期と位置づけ、道長の政治の総決算であり、その

「王権」の形成に邁進したのだと説明する（29）。上島氏に限らず、道長は晩年にこそ権勢をふるっ

ていたという理解が一般的だろう。一方で、上野勝之氏は道長の晩年の転換を指摘する。道長の

信仰世界・宗教的世界観に着目する上野氏は、道長の生涯を「邪霊領得―長徳・長保年間、邪気

悉く人に移す―寛弘・長和年間、怨霊を降す―寛仁・治安年間、加持の事、深く悔色あり―万寿

年間」と区分する。特筆するべきは、寛仁・治安年間から万寿年間への転換である。ここで道長

は、邪気を自らの力で退散させる盛期から、邪気に飲まれる晩年へと転換する。道長の在り方が、

積極から消極へ、晩年に至って大きく転換していることを上野氏は指摘している（30）。

治安三年の宇治別業における法華八講の実施は、上野氏の想定するごとく、道長が晩年にその

積極的な姿勢を放棄したことを示す。上野氏は万寿2年の加持失敗を決定的な契機としているが、

別業に着目して考えるならばこの転換はもっと早い。宇治別業での法華八講は治安 3年であり、

あるいは別業遊覧自体、寛仁 2年以降見られないからだ。寛仁 2年の段階では、太政大臣を辞し

た後も宇治・桂への遊覧が見られ、道長が現職引退後も別業経営に携わるつもりでいたことがう

かがえるが、その実行は寛仁 2年で打ち止めとなった。この頃顕著になっている病を経て、道長

の人生観が変わっていったのではないだろうか。

服部敏良が、道長の病状について詳しく解説している（31）。道長は寛仁 2年から「心臓神経症」

と思われる胸の病の発作に度々襲われる。「糖尿病」と併発する「白内障」と思われる視力低下

が著しいのも、寛仁 2年 10 月から寛仁 3年 2 月ごろである。これらは、道長が現職引退後も携

わろうとしていた別業経営を停止した時期と重なっている。さらに、胸の発作が頻繁になる時期

は、この寛仁 2年の他には、寛仁 4年と治安 3年なのである。治安 3年に宇治別業での法華八講

を実施した背景には、やはり道長の自身の体調に対する苦悩があると考えられる。

一方では現職期から信心深く出家の意思も垣間見えていた道長だが（32）、彼は別業を通じて、

時に触穢や帰忌日をおして（『御堂関白記』長和 2年 10 月 6 日条、『小右記』長和 4年 10 月 12

日条）、貴族社会における実質的・政治的な人間関係構築に積極的に邁進した。しかし晩年に至り、

老いと病の中で、その積極性を放棄している。治安 3年、法華八講を経て宇治別業での遊興とい
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う「罪」を雪いだ道長が、その年の内に宇治別業を利用する理由は、高野山参詣である。『御堂

関白記』における長保元年・寛弘 4年の春日社参詣の記事には多数の公卿が登場する一方で、治

安 3年の高野山参詣について記す『扶桑略記』では、公卿は「内相府」藤原教通、「民部卿」源

俊賢、「中宮權大夫」藤原能信の僅かに三名が挙がり、以降は国司や散位そして僧の名が続く。

晩年の道長においては、人間関係形成そのものに集中する活動が失せ、人間関係形成の努力は信

仰としての活動に埋没していく。かくて、貴族社会における実質的な人間関係形成という役目を、

道長の晩年において既に放棄された宇治別業は、頼通に相伝され、頼通がそれを喜捨し、平等院

という信仰の場へと姿を変えていくのである。

2　桂別業の性質―相伝されなかった桂別業

宇治別業は、道長晩年の人生観の変化を受けて、人間関係形成の役目を放棄された。しかし、

法華八講の実施を経て、後の平等院に連続しているように頼通に相伝されている。それは何故か。

前記のとおり、宇治別業は一方で貴族・公卿の人間関係形成という期待された役割に対し万全の

効果を発揮しなかったが、一方ではその役目のみにとどまらない複合的な意味を持っていた。と

りわけ、南都諸社寺への接続において便利であることと、現職期の活動においては分離していた

ものの現実として木幡にも非常に近いことは、晩年の道長にこそ大きな意味を感じさせたかもし

れない。だからこそ宇治別業は、道長が晩年において、その貴族社会での政治に対する積極性を

後退させてなお、重宝され続けるに至った。

では一方、桂別業はいかなる性格・性質を持つ別業だろうか。桂別業での活動は、完全に遊覧

に限られる。加えて、その遊覧にあたって道長自身が事前の準備に取り組んでいること、および

それを自身の日記にも書き込んでいることが注目される。道長が公卿を引き連れて桂別業遊覧を

行ったのは、長和 4年 8 月 28 日、寛仁元年 10 月 12 日と、小一条院の行幸を仰いだ寛仁 2年 9

月 16 日（33）になる。そしてそれぞれの直前にあたる、長和 4年 8月 22 日、寛仁元年 10 月 4 日、

寛仁 2年 9月 2日に、道長の桂別業来訪が『御堂関白記』やその他の古記録から確認できる。寛

仁 2年 9月 2日に「倉を見に」行っていることが、直後に控える小一条院行幸の準備にあたると

解釈できることは、前述のとおり倉本氏も指摘するところである。また長和 4年 8月 22 日では、

『小右記』から、藤原資平が道長の命を受けて伺候していることがわかり、この準備が単なる下

見程度ではなく、雑用を指示できる者をも連れた大規模なものであったことを示している（34）。

そのような桂別業遊覧の実施と準備は、しかも日記に書き込むべき重要な活動として道長に自覚

されていた。現職期の道長の遊覧に対する非常に強い積極性が確認できるが、道長がかように尽

力した桂別業遊覧の目的は、浄妙寺と切り離された宇治別業が担った役割と同様、人間関係の政

治的・実質的側面の構築であると考えるのが妥当だろう。

そして宇治別業が既存の別業を買い取ったものであるのに対し、桂別業は道長の指示で創建さ

れたものだ。なおかつ、宇治別業の利用に対して、桂別業の利用は遅れて見られるようになる。

道長が宇治別業を獲得した時期というのは、藤原伊周との政争が一段落したのち、道長が体調不
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良に悩んでいた時期であり、当初は必ずしも積極的な意味合いで別業経営を始めたとは言えない。

宇治別業については、始めは終の棲家として確保し、後になってから政治にも利用しようとした

と考えられる。一方で桂別業は、三条天皇との軋轢が目立つまさにその時期に創建されたもので

ある。宇治別業で遊覧という活動による人間関係形成の努力を試みたのち、それをさらにおし進

めるために、桂別業を造営した、という流れが見て取れる。実質的人間関係の形成という目的を

明確にし、その役割に特化する形で作られ、営まれていたのが、桂別業だった。

逆に言えば、桂別業にはその他の副次的な意味がないということだ。京内からあまりにも近い

ゆえに、何処かへ旅行する際の中継地として必要性は薄い。また桂は天皇が遊猟を楽しんだ土地

柄であり（35）、信仰心を満足させうるような要素も小さい。すなわち晩年の道長の意識変化にお

いて、桂別業はその重要性を保つことができず、道長晩年の内に打ち捨てられてしまったのでは

ないかと予想できる。寛仁 3年以降の道長の桂別業利用が明確に記されている古記録は存在しな

い。僅かに『小右記』が万寿元年 10 月 25 日の道長の有馬温泉来訪の際に、「或云、今夜被レ宿レ

桂云〻、〈又云西淀、〉」と記すのみである。桂と京内との距離を考えれば、態々立ち寄って宿泊

する場所としては、桂ではなく西淀であろうと予測できる。よって、道長の桂別業が頼通に相伝

され、後に桂離宮まで連続するという認識には、見直しが必要である。

森蘊は、桂別業が頼通に相伝されたことを断定している。そこで提示している史料は、『左経記』

長元 4（1031）年 10 月 26 日条である（36）。

廿六庚子　天晴、關白殿爲二逍遙一、御二坐桂一云々、及二午剋一參内、々府於二左仗一被レ定二秋

季御讀經一、及レ晩退出、
頭辨兼不レ可二内覽一之由
蒙二殿仰一、直奏レ之、

道長の別業利用の例を『御堂関白記』から見ると、寛仁 2年 9 月 16 日の小一条院の桂別業御

幸では、大規模な饗宴が行われている。あるいは、宇治別業の方の例になるが、寛弘元年閏 9月

22 日には「讀レ文」、長和 2年 10 月 7 日には「講レ文」とある。道長の作文に対する態度に、和

歌では見られない厳格さがあるというのは、目崎徳衛の指摘するところである（37）。よって「饗」

はもちろんのこと「文」も道長においては、相応の建物施設が必要な活動であり、これらの場面

では別業という建物を利用していることが明らかだ。

対して先に提示した頼通の桂来訪はどうか。この日、頼通が行っていると明記されているのは

「逍遥」のみであり、建物を必要とする活動ではない。それどころか、「桂におわす」と言っても

自身の所持する別業の近くに立ち寄っているということすら確認できない。同じ『左経記』の中

で、寛仁元年 10 月 4 日条に「大殿可レ坐二桂殿一云〻、」とあり、道長の時代には「桂〝殿〟」と

明記していることとの違いもある。

また、この頼通の桂逍遥に先立ち、道長の死去の直前となる万寿 4年 8 月 22 日、頼通は方違

えのために桂に赴き、その場にて饗宴が催され、公卿たちの相撲などの余興が楽しまれた。しか

しそこで利用されているのは「章任朝臣桂宅」であり、饗饌を設けているのも邸宅の所持者の源

章任である（『小右記』）。この段階ですでに、つまりは道長の晩年において、桂別業は放棄され、

機能を失っていて、頼通には継承されていない。したがって、これより下る時代に桂に見える邸
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宅は、道長の桂別業とは連続性を持たない。

道長の別業経営は、道長の政治の実質的側面を担う「近習卿相」の構築に役割を持っていた。

しかしながら、道長が晩年に至り、病に侵されながら自身の政治的意思を転換させ、仏教を中心

とする観念的な発想に傾倒していったとき、その役割は放棄された。それゆえに、人間関係形成

一つに留まらない複合的な意味合いを持っていた宇治別業は、頼通に継承され平等院に繋がって

いったが、一方で、経営の目的を現実の人間関係に集中させていた桂別業は、道長の晩年の内に

放棄されていったのである。

おわりに

道長の別業経営は、道長の政治の具体的な側面を担う貴族集団の形成と関わっている。それは、

天皇による為政に依拠して政治的な意味を帯びていた、奈良時代の藤原豊成の難波別業（38）や平

安時代前期の清原夏野の雙ヶ岡別業（39）とは、全く異質なものである。これらの別業では、別業

に為政者たる天皇を招き入れることによって、別業経営者は初めて政治的意思を達成することが

できた。道長のように、自らが政治の中心、権力の頂点として、政治に繋がる集団を形成するた

めに別業を経営したこととは、性質が違う。天皇親政を基盤とした政治体制から、貴族政治へと

移り変わった時代を反映して、道長の別業は、それ以前の貴族の別業とは一線を画する。朝廷内

における政治の動かし方と、別業経営者の政治に対する関わり方が、藤原豊成・清原夏野と藤原

道長では全く違っている。

道長よりも後の時代に、宇治は都市へと成長した。杉本宏氏によれば、極楽往生の擬似的「体

験の場」として、宇治別業の喜捨を経て創建された平等院は、創建者藤原頼通の死を契機に、観

想念仏を踏まえた「劇場」へと変化する。さらに、藤原忠実による康和の改修によって、空想建

築から現実的で普遍的かつ威圧的な仏堂への、表現形式の転換を果たした（40）。「平等院の創建に

よって、遊興の地宇治に宗教的な期待が強く込められてくることになる。ことに平等院が創出し

た宗教的空間は、それ以降の宇治に大きく影響しつづけることとなる。また施設面でもさまざま

な拡充が認められる。」と杉本氏は述べる。杉本氏は、平等院の創建それ自体が遊興地・宇治の

本質的な転換を促すことはなかったと考えるが、しかし平等院創建が宇治にとっての画期である

ことも認めている（41）。「別業都市宇治」の発展は、平等院という一大仏教施設の存在をなくして

はありえなかった。

一方で道長においては、宇治の近くに存在した浄妙寺は、利用の時期や交通の仕方などを考え

るに、宇治別業とは分断されていた。その分別を明確にすることによって、「近習卿相」を組織

し実際の政治に役立てるという目的を、道長の別業経営は達成したのだ。宇治が平等院という仏

教施設の成立を条件に都市としての発展を見たのであれば、道長が本懐のとおりに別業経営を行

う限り、道長の別業は都市への発展とは連続しない。

さらに次の時代、鳥羽殿について、美川圭氏がその「権門都市」としての性格を説明している。
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一般の公卿・殿上人から摂関、下は随身に至るまでの人的支配を達成するべく造営され、後に安

楽寿院成立に伴って荘園の寄進を集め、全国に広がる荘園の支配を達成していく、これらが美川

氏のまとめる「権門都市」鳥羽殿の性格である。美川氏の考える鳥羽殿は、院政という政治形態

に依存しているため、院政の後退をもって都市としての価値・意義を喪失する（42）。

一方で、一つの政治形態にばかり依存しているのではない鳥羽殿の在り方を指摘しているのが

大村拓生氏である。白河上皇は、鳥羽殿造営地の交通上の重要性を認識していた。そして鳥羽殿

は、鴨河尻や今山崎など、摂関期に交通の結節点であった川湊を包摂し、平安京に不可欠な交通・

流通の拠点として成長したのであり、院政の後退の後もなお、交通・流通における役割を持ち続

けたと、大村氏は考えている（43）。

美川氏の考える鳥羽殿の、人的支配の達成という目的は、道長が別業経営において「近習卿相」

を組織しようとしたこととよく重なる。権力の頂点に立つ者として、政治の担い手となる集団を

組織するために、場を整え、会を催すという発想は、院政における鳥羽殿と道長の別業経営に共

通する。美川氏は、摂関家の宇治が院政における鳥羽殿に重なるとするが、院政という政治形態

に依拠し、院政の後退とともに意義を喪失する「権門都市」鳥羽という美川氏の想定は、道長に

おいてはむしろ桂別業の方に近い。美川氏は、当初は院御所がなく法勝寺を中核として計画され

ていった白河地域と対照して、院御所の造営が先行する鳥羽殿の性格を明かしている（44）。それ

は道長においては、南都への接続や木幡との近接性を前提として持っていた宇治別業と、貴族政

治の実質的側面の構築に目的を集中させたうえで道長自身によって造営された桂別業との対比に

重なる。「権門都市」鳥羽殿が院政の後退とともに消失することと同様、桂別業は道長の晩年の

意識変化の中で打ち捨てられていくのである。

しかしながら、道長の別業が都市としての性格を持ち得ないという点において、宇治別業・桂

別業と鳥羽殿との間の一致性は少ないと考えるべきだ。道長が別業経営に関連して自身の日記に

明記するのは、参加する公卿の名前が主であり、それ以上の要素は記入されないことが多い（45）。

美川氏が、「権門都市」には全国の荘園を支配する目的が課されていると考えていることや、大

村氏が、鳥羽殿の交通上の重要性が創建当初から意識されてその機能の発展を果たしたとするこ

とは、道長の別業経営では見られない性格である。また、鳥羽殿など「権門都市」の利用には長

期滞在し政務をとることが含まれているが、それに対し道長の別行来訪は全て、一時の遊覧とい

う形態を越えていない。あくまでも朝廷での政治を達成するための貴族社会における人間関係に

焦点を絞っているという点で、道長の別業経営は都市に届かない。

天皇の親政に依拠する性格を脱し、中心的に政治を担う人間関係を形成するという機能を持っ

ている点で、道長の別業は前時代には見られない革新性を持っている。しかし一方、焦点があく

まで朝廷内の政治における人間関係にあるという点で、道長の別業は後代の都市に追いつくこと

はない。以上が、道長の別業の歴史的な位置づけである。

最後に、道長の別業経営という事例から、藤原道長という人物の政治の性格について考えられ

ることを述べてみたいと思う。
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上島享氏は、藤原道長が〈道長の王権〉と呼べる体制を築き上げ、多様な層に向けた全国的な

イデオロギー形成を目指した点で、院政にもつながる画期的な位置づけを持っているとする（46）。

しかし、別業の事例に見られる道長の「近習卿相」は、従来の朝廷でも存在していた儀式や儀礼

の運営を重要な役目の一つとして課されており、完全に新しい意識構造による権威の創出を道長

が目指していたという見方はできないだろう。また道長の別業経営は、京内を離れた場所で展開

しているにもかかわらず、朝廷内での人間関係形成に焦点を絞って実行されているのであって、

全国に広がるイデオロギーの再構築を道長の自覚的な意志として評価することは、少なくとも別

業の事例においては難しい。別業経営において道長は、天皇を頂点とする従来型の権威体制に、

真っ向からの挑戦はしてはいない。

元木泰雄氏は、藤原道長の栄華はあくまでも天皇の権威を前提として天皇と血縁・姻戚関係を

持つことが政治的地位の条件となるような政治形態、「ミウチ政治」の形態に則っていると考え

ている（47）。しかしながら一方で、この見方のみで道長の別業経営を説明しきることはできない。

別業の大きな特徴の一つはやはり、天皇のいる京内という空間を態々離れた場所に存在するとい

う点にある。道長の政治を担う「近習卿相」と道長との人間関係は、そのような場所において顕

在化するものであって、必ずしも天皇という権威は介在しない。むしろ、天皇の存在から距離を

置いた場所において形成されている、と言い直してもいい。政治の実質はあくまで実質的な次元

で担われるものであって、それに繋がる人間関係にしても、権威性に先行されるばかりで満足し

うるものではない。天皇との血縁・姻戚関係の構築による権威の向上と同時に、それと並び立つ

柱として、政治の実質を担う公卿との直接的・現実的な人間関係形成が、道長の政治を支えてい

る。道長の時代の政治は、天皇との距離をめぐる競争に勝利しさえすればよいという構造にはす

でになく、政治の実質を担う貴族たちをいかに組織していくかによって大きく左右されていたと

いうことを、道長の別業経営という事例は示している。

「此の世をば　我が世とぞ思ふ　望月の　欠けたる事も　無しと思へば」と道長が詠んだのは、

威子立后を実現してのことであり、彼が「ミウチ政治」であるところの摂関政治という形態に則っ

た栄達を素直に喜んでいることを示している。しかし一方、ただその一面だけがこの歌の理由で

はないように思う。別業経営に見られるような、政治の実質を担う貴族集団の形成が道長の権勢

に深く関わっている。このような「近習卿相」を拡大し、彼ら貴族にこの歌を聞かせるという状

況を作り出すことができたからこそ、道長は「この世は我が世」と豪語することができたのでは

ないだろうか。天皇との関係性による権威創出と、実質的な人間関係の構築という、並立する二

本の柱で支えられていたのが道長の摂関政治であり、別業経営はそのうち後者の側面に強く結び

ついている。

以上が、宇治別業と桂別業、道長の別業の分析であり、歴史的な位置づけである。
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